
　

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
日
本
の

国
民
皆
保
険
の
基
盤
と
な
る
仕
組
み

で
す
が
、「
年
齢
構
成
が
高
く
医
療

費
水
準
が
高
い
」「
所
得
水
準
が
低

く
保
険
料
の
負
担
が
重
い
」「
財
政

運
営
が
不
安
定
に
な
る
リ
ス
ク
の
高

い
小
規
模
保
険
者
（
市
町
村
）
が
多

く
、
財
政
赤
字
の
保
険
者
も
多
く
存

在
す
る
」
と
い
っ
た
構
造
的
な
課
題

を
抱
え
て
い
ま
し
た
。

平
成
30
年
４
月
か
ら 

都
道
府
県
も
運
営
者
に

国
保
制
度
変
わ
り
ま
す

が

　

こ
れ
ま
で
市
町
村
が
個
別
に
運
営
し
て
き
た
国
民
健
康
保
険

制
度
は
、
平
成
30
年
４
月
か
ら
都
道
府
県
も
保
険
者
に
加
わ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
保
険
料
や
被
保
険
者
証
に
関
す

る
項
目
を
は
じ
め
、
制
度
の
変
更
点
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
５
月
27
日
、 「
持
続
可

能
な
医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た

め
の
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
た
こ
と

に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
は
平
成
30

年
度
か
ら
都
道
府
県
が
財
政
運
営
の

責
任
主
体
と
な
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
安
定
的
な
財
政
運
営
や
効
率
的

な
事
業
の
確
保
な
ど
、
都
道
府
県
が

国
保
運
営
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う

こ
と
で
、
制
度
の
安
定
化
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
都
道
府
県
内
で
統
一
的
な

国
保
運
営
方
針
が
示
さ
れ
、
市
町
村

が
担
う
事
務
の
効
率
化
・
標
準
化
・

広
域
化
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

ど
う
し
て
変
更
？

見
直
し
の
背
景
は

市
は
何
を
す
る
の
？

市
・
県
の
役
割
は

　

都
道
府
県
・
市
町
村
の
役
割
は
下

表
の
と
お
り
で
す
。
制
度
は
変
わ
り

ま
す
が
、
今
後
も
市
の
役
割
は
変
わ

ら
ず
、
市
民
の
身
近
な
窓
口
と
し
て

次
の
業
務
を
行
い
ま
す
。

①
国
保
の
加
入
・
喪
失
な
ど
各
種
届

　

出
の
受
付

②
被
保
険
者
証
・
限
度
額
認
定
証
な

　

ど
の
発
行

③
保
険
料
の
賦
課
・
徴
収

④
高
額
療
養
費
・
葬
祭
費
な
ど
の
保

　

険
給
付

⑤
特
定
健
診
な
ど
の
保
健
事
業

　

こ
れ
ま
で
は
、
国
保
の
資
格
は
市

町
村
単
位
の
た
め
、
転
出
さ
れ
た
場

合
は
国
保
の
資
格
を
喪
失
し
て
い
ま

し
た
が
、
平
成
30
年
４
月
か
ら
は
、

同
一
都
道
府
県
内
へ
の
住
所
異
動
で

あ
れ
ば
国
保
の
資
格
は
そ
の
ま
ま
引

き
継
が
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
同
一
都
道
府
県
内
へ
の

住
所
異
動
で
あ
っ
て
も
、
被
保
険
者

証
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
転

出
先
市
町
村
の
窓
口
で
手
続
き
を
行

い
、
新
し
い
被
保
険
者
証
の
発
行
を

し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

被
保
険
者
証
は
下
記
の
と
お
り
表

記
が
変
わ
る
ほ
か
、
様
式
の
標
準
化

が
図
ら
れ
、
色
彩
・
更
新
時
期
を
統

一
し
、
高
齢
受
給
者
証
（
70
歳
以
上

の
被
保
険
者
の
窓
口
で
の
負
担
割
合

を
記
載
）
と
一
体
化
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
更
新
も
、
こ
れ
ま
で
は
毎
年

３
月
末
を
有
効
期
限
と
し
て
１
年
ご

と
に
更
新
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回

は
平
成
31
年
７
月
末
を
有
効
期
限
と

し
て
交
付
し
ま
す
。
平
成
31
年
８
月

以
降
は
高
齢
受
給
者
証
と
一
体
化

し
、
毎
年
７
月
末
を
有
効
期
限
と
し

て
１
年
ご
と
に
更
新
し
ま
す
。

　

な
お
、
被
保
険
者
証
は
こ
れ
ま
で

ど
お
り
市
が
発
行
し
、
新
し
い
被
保

険
者
証
は
３
月
中
旬
に
世
帯
主
あ
て

に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

※
被
保
険
者
証
以
外
の
様
式
は
次
の

　

一
斉
更
新
（
平
成
30
年
７
月
末
）

　

ま
で
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
ま
す

 

・
高
齢
受
給
者
証

 

・
限
度
額
適
用
認
定
証

 

・
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

　

認
定
証

 

・
特
定
疾
病
療
養
受
療
証

　

医
療
機
関
で
支
払
わ
れ
た
医
療
費

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
に
応
じ
て
決

め
ら
れ
た
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
と
き
、
そ
の
超
え
た
分
は
高
額
療

養
費
と
し
て
支
給
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
高
額
療
養
費
が
過
去
１
年
間
の

う
ち
４
回
以
上
該
当
し
た
場
合
は
、

さ
ら
に
自
己
負
担
限
度
額
が
引
き
下

げ
ら
れ
ま
す
（
こ
れ
を
「
多
数
回
該

当
」
と
い
い
ま
す
）。

　

こ
れ
ま
で
多
数
回
該
当
者
は
、
市

町
村
を
ま
た
い
で
住
所
異
動
し
た
場

　

こ
れ
ま
で
は
、
市
町
村
ご
と
に
医

療
費
を
推
計
し
て
保
険
料
を
決
定
し

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
30
年
度
か
ら

は
都
道
府
県
ご
と
に
医
療
費
を
推
計

し
、
市
町
村
ご
と
の
医
療
費
水
準
や

所
得
水
準
を
考
慮
し
て
「
国
民
健
康

保
険
事
業
費
納
付
金
」
の
額
と
「
標

準
保
険
料
率
」
を
示
し
、
こ
れ
を
参

考
に
し
て
市
町
村
は
保
険
料
を
決
定

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

本
市
の
平
成
30
年
度
の
保
険
料

は
、
決
定
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

区  分 都道府県 市町村

役  割  ・財政運営の責任主体となる
 ・市町村ごとの事業費納付金を決定

 ・引き続き市民の窓口の役割を担う
 ・都道府県に事業費納付金を納付

資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効
率化、標準化、広域化を推進 資格を管理（被保険者証の発行）

保険料 市町村ごとの標準保険料率を算定・
公表

標準保険料率等を参考に保険料率
を決定、保険料の賦課・徴収

保険給付 給付に必要な費用を全額市町村に
支払い 保険給付の決定、支給

保健事業 市町村に対して必要な助言・支援 被保険者の特性に応じたきめ細か
い保健事業を実施

Ｑ
よ
り
安
定
し
た

制
度
実
現
の
た
め

Ａ

Ｑ
届
出
窓
口
・
保
険

料
の
納
付
方
法
は

変
わ
り
ま
せ
ん

Ａ

■
本
特
集
の
問
い
合
わ
せ

　

保
険
課
賦
課
管
理
係

℡
23
‐
１
１
３
０

区  分 現行 新 変更時期

色  彩 一般：桃色
退職：緑色

一般も退職も色を統一し、
３年周期で色を変更
 ・平成 30 年度：緑色
 ・平成 31 年度：オレンジ色
 ・平成 32 年度：紫色
※以降繰り返し
※後期高齢者医療と同系色

平成 30 年４月

更新時期（有効期限） ３月末 ７月末 平成 30 年４月

高齢受給者証 被保険者証
とは別に交付 被保険者証と一体化して交付 平成 31 年８月

■平成30年４月からの被保険者証

ここが
変わります！

国民健康保険
被保険者証

有 効 期 限
記号・番号

年 月 日

氏 名
生 年 月 日
世帯主氏名
住 所

適用開始年月日
交 付 年 月 日

保険者番号
交 付 者 名

年 月 日

年 月 日
年 月 日

□□□□□□□□
長　門　市

性別

印

山口県
新たに「山口県」と記載

旧：資格取得年月日

旧：保険者名

長門市 ●●市

●●町

市町村が個別に運営
都道府県が財政運営責任を
担う中心的役割に現在

平成30年
４月から

都道府県都道府県

国保運営方針を示す
（県内の統一的方針）

給付費に必要な費用を
全額市町村に支払う
（交付金の交付）

長門市 ●●市

●●町
都道府県が市町村ごと
に決定した国保事業費
納付金を納付

変更

国
保
資
格
が

都
道
府
県
単
位
に

な
り
ま
す

資格の単位が
変わる！

合
、
国
保
資
格
を
喪
失
す
る
た
め
高

額
療
養
費
の
該
当
回
数
は
通
算
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平
成
30
年
４
月

か
ら
は
、
同
一
都
道
府
県
内
で
の
住

所
異
動
で
あ
れ
ば
資
格
は
引
き
継
が

れ
ま
す
の
で
、
世
帯
の
継
続
性
が
認

め
ら
れ
た
場
合
、
高
額
療
養
費
の
多

数
回
該
当
は
通
算
さ
れ
、
負
担
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

被保険者証が
変わる！

被
保
険
者
証
の

色
や
更
新
時
期
が

統
一
さ
れ
ま
す

多数回該当が
変わる！

多
数
回
該
当
が

都
道
府
県
単
位
で

通
算
さ
れ
ま
す

保険料が
変わる！

保
険
料
の
決
め
方

が
変
わ
り
ま
す

４つのポイントをご紹介

■被保険者証の変更点

異動後は転出
先で被保険者
証の発行を！

①国保資格
②被保険者証
③多数回該当
④保険料
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